
古
代
山
城
に
就
い
て

忘
年
会

で
「
あ
な
た
の
研
究

テ
ー

マ
は
？

」
と
聞
か
れ
て
し
ま

っ
た
。
最
近
ど
う

も
私
は
何
を
テ
ー

マ
と
し
て
い
る
の
か
誤
解
さ
れ
て
い
る
様
だ
。
そ
れ
に
加
茂
町
の

響

原①

や
、
神
辺
町
味
萩
が

上
城

の
事
で
、
何
や
ら
騒
が
し
い
。
そ
こ
で
古
代
山
城
と

は
何
か
を
、
今
ま
で
の
研
究
が
ど
の
様
に
な

っ
て
い
る
か
を
簡
略
に
記
し
て
、
今
後
、

備
後

の
古
代
山
城
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
考
え
る
参
考
に
な
れ
ば
と
思
う
。

古
代
山
城
と
は

最
初

に
述

べ
た
古
代
山
城
は
、
続
日
本
記
に
記
さ
れ
て
い
る
、
常
城
、
茨
城

の
事

で
あ
る
が
、
古
代
に
あ
る
城
と
い
う
意
味
か
ら
述
べ
て
み
る
。

城
と
は
、
集
団
が
戦

い
に
備
え
て

一
定

の
地
域

の
地
形
を
利
用
、
改
変
し
て
築

い

た
防
禦
施
設
の
事
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
縄
文
時
代
よ
り
弥
生

へ
と
移
り
、
人

々
が
稲
作
等
に
よ
り
、
土
地

に
定

住
し
て
、
集
落
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
米
作
り
等
の
為

に
、
そ
れ
を
指
導
す
る

リ
ー
ダ
ー
的
な
地
位
が
生
ま
れ
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の
も
と
に
他
集
団
と
の
土
地
、
水

利
等

の
権
利
等
を
争
う
事
に
な
る
。
此
争

い
か
ら
、
他
集
団
の
侵
入
や
、
戦

い
を
防

ぐ
為
に
城
が
生
ま
れ
る
。

七

森

人

最
初
は
戦

い
を
す
る
人
と
、
農
耕
を
す
る
人
と
い
う
様
に
役
割
は
別
れ
て
い
な
か

っ
た
が
、
集
団
が
攻
争

の
結
果
、
他
集
団
の
地
域
も
得

て
、
広

い
地
域

と
な
り
、
数

十
人
程
度

の
集
団
が
、
数
百
、
数
千
人
と
な
り
、
集
団
内
に
階
層
が
生
ま
れ
、
農
耕

を
す
る
人
と
、
戦
う
人
に
別
れ
て
く
る
。

集
落
も
住
居
が
集
ま

っ
た
だ
け
の
も
の
か
ら
、
集
落

の
外

に
溝
、
柵
、
土
塁
等
を

築

い
た
も
の
が
出
来
て
く
る
。

（城

の
発
生
）
。
そ
れ
と
共

に
、
集
落
が
農
耕

に
不

向
き
な
高
地
に
出
来
る
。　
禁
膀

理
性
集
落
）

更
に
時
代
が
進
む
と
、
朝
鮮
半
島
と
の
交
流

の
証
か
、
兵
器
庫
等
の
純
軍
事
的
な

施
設
を
土
塁
や
石
垣
等
で
囲
む
施
設
が
発
生
す
る
。

（神
籠
石
式
山
城
、
朝
鮮
式
山

城
）
。

神
籠
石
式
山
城

官
書

に
記
さ
れ
て
い
な
い
城
の
事
で
、
明
治
３‐
年
に
小
林
庄
次
郎
氏
が
、
福
岡
県

久
留
米
市

の
高
良
山
に
あ
る
。
高
良
神
社
を
囲
む
様
に
な

っ
て
い
る
列
石

の
山
頂
部

分
に
あ
る
巨
石
を
地
元
民
が

「
神
籠
石

」
と
呼
び
、
そ
の
列
石
を
神
聖
な
も
の
を
囲

む
境
界
石
と
考
え
た
。
　
笙
並
域
説
）
。
そ
し
て
、
此
様
に
山
を
囲
む
列
石
を
神
籠
石
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と
呼
ぶ
様

に
な

っ
た
。

そ
の
後
、
八
木
装
三
郎
氏
が
、
一局
良
山
、
雷
山
、
女
山
、
鹿
毛
馬
の
神
籠
石
を
見

聞
し
て
、
此
ら
の
遺
構
を
城
郭
と
考
え
た
。
更
に
同
氏
に
よ

っ
て
、
中
国
、
朝
鮮
、

日
本

の
城
郭
用
語
、
日
韓
古
城
跡
を
比
較
し
、
此
遺
構
を
朝
鮮
式
山
城
と
関
連
が
あ

る
と
考
え
た
。

（城
郭
説
）
。

更
に
戦
後

に
な
る
と
、
お
つ
ぼ
山
、
帯
隈
山
、
石
城
山
等
が
発
掘
調
査
さ
れ
て
、

此
石
列
に
端
野

の
根
止
め
石
と
云
う
事
が
わ
か
り
、
更
に
土
塁
は
縁

が
あ

っ
た
と
云

う
事
が
わ
か
り
、
此
に
よ
り
、
此
神
籠
石
は
城
郭

で
あ
る
と
云
う
事
が
確
証
さ
れ
た
。

此
遺
構
の
築
城
時
期
は
不
明
だ
が
、
二
世
紀
か
ら
十
世
紀
ま
で
の
諸
説
が
あ
る
が
、

柵
の
柱
穴

の
間
隔
や
、
神
籠
石
の
水
門

の
築
造
技
法
等
か
ら
、
大
化
改
新

に
近

い
時

期
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。

朝
鮮
式
山
城

注
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
③

文
献
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
城

の
事
で
、
そ
の
出
現
が
自
村
江
´
判
い
で
、
日
本

が
敗
退
し
て
、
西
日
本

に
新
羅
か
ら
の
侵
入
の
僅
機
の
為

に
、
亡
命
百
済
人

の
指
導

の
も
と
に
、
築

い
た
と
さ
れ
る
七
世
紀
以
降

の
山
城
を
、
成
ポ

半
島

の
山
城
と
類
似

の
為
に
、
朝
鮮
式
山
城
と
呼
ぶ
様
に
な

っ
た
。

各
城
郭

神
籠
石
式
山
城

注
①

高
良
山
神
籠
石
　
福
岡
県
久
留
米
市

標
高

３２０
Ｍ
の
高
良
山

の
２５０
Ｍ
か
ら
６０
Ｍ
の
山
地
先
端
部

に
列
石
が
、
約
″
』
に
わ

た
っ
て
廻
る
。

（北
半
分
の
列
石
は
不
明
）
。
防
禦
正
面
は
筑
後
国
府
の
方
向
の
西

側
で
、
列
石

の

一
番
低

い
所
、
比
高
は
約
３０
Ｍ
、
ニ
ケ
所
の
谷
に
水
門
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
列
石
内
に
高
良
山
神
社
が
あ
り
、
此
列
石
は
、
元
々
「
八
葉
石
」
と

呼
ば
れ
、
此
列
石
内
の
「
高
良
神
の
馬
の
つ
め
か
た
」
と
呼
ば
れ
る
く
ぼ
み
の
あ
る

巨
石
を
神
籠
石
と
呼
ん
で
い
た
。
西
北
側
、
約
“
』
に
筑
後
国
府
、
そ
の
国
府
か
ら

筑
後
川
沿
い
に
、
此
城
の
北
方
を
通
る
豊
後

へ
の
官
道
と
、
此
城
の
西
を
通
る
肥
後

へ
の
官
道
が
通
る
。

上
注
知
ｒ
神
籠
石
　
福
岡
県
山
門
郡
瀬
高
町

標
高

２０３
Ｍ
の
山
を
囲
ん
で

‐９０
Ｍ
か
ら
・５
Ｍ
の
丘
陵
の
先
端
部
に
列
石
を
廻
ら
す
。

小
さ
な
二
つ
の
谷
と
四
つ
の
水
門
が
あ
り
、
南
の
尾
根
と
防
禦
正
面
の
低
地
の
水
門

部
分
が
残
在
し
、
北
の
尾
根
部
分
は
不
明
。
防
禦
正
面
の
比
高
は
約
５
Ｍ
、
約
３
』

の
周
囲
と
考
え
ら
れ
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
⑬

防
禦
正
面
の
土
塁
の

一
部
を
発
掘
し
た
結
果
、
列
石
上
に
土
塁
が
あ
り
、
三
ケ
所

の
柱
穴
が
出
て
来
た
。
柱
穴
の
間
隔
が
約
３
Ｍ
で
唐
尺
の
十
尺
に
当
り
、
唐
尺
を
使

用
し
た
可
能
性
が
強
く
、
大
化
改
新
後
に
、
唐
尺
が
使
用
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
事
か

ら
、
そ
の
時
代
に
築
か
れ
た
と
さ
れ
る
説
が
あ
る
。

又
、
列
石
内
外
に
古
墳
が
多
数
有
り
、
西
方
に
肥
後

へ
の
官
道
が
通
り
、
筑
後
国

府

へ
は
約
１８
』
ｏ

注
⑭雷

山
神
籠
石
　
福
岡
県
糸
島
郡
前
原
町

標
高

９５５
Ｍ
の
雷
山
の
山
地
の
中
腹
部
分
に
あ
り
、

４７０
Ｍ
か
ら

３９０
Ｍ
の
地
点
を
東
西
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の
尾
根
と
、
南
北
の
谷
の
部
分
を
廻
る
。

（北
と
南
の
谷
の
部
分
の
水
門
部
分
と
そ

の
延
長
の
石
垣
部
分
の
み
が
残
存
し
、
東
・西
の
尾
根
の
部
分
は
不
明
）
。　
列
石
内
に

４８０
Ｍ
峰
が
有
り
、　
一
つ
の
谷
と
数
個

の
峰
を
列
石
が
廻
り
、
防
禦
正
面
の
比
高

（
北

の
水
門
）
は
約

３２０
Ｍ
、
東
方
の
山

に
雷
神
社
が
有
り
、
そ
の
神
名
か
ら
、
此
を
雷
山

神
籠
石
と
呼
ぶ
様
に
な

っ
た
。

北

の
眼
下
に
、
、礁
マ

国
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
糸
島
半
島
が
あ
り
、
国
府

へ
は
約

２４
』
と
遠

い
が
、
糸
島
半
島
は
朝
鮮
半
島
か
ら
の
航
路
の
中
継
地
と
し
て
、
重
要
な

地

で
あ
る
。

注
⑬

杷
木
神
籠
石
　
福
岡
県
朝
倉
郡
杷
木
町

標
高

‐５０
Ｍ
の
丘
陵
先
端
部

に
あ
り
、
列
石
は

‐４０
Ｍ
か
ら
６０
Ｍ
の
間
を
廻
り
、

二
つ

の
小
さ
な
谷
に
水
門
を
築
き
、
列
石
の
す
ぐ
南

に
、
広
大
な
筑
後
川
が
あ
り
、
堀
の

役
割
を
果
す
。
又
、
中
世
山
城
が
ニ
ケ
所
列
石
内
に
あ
り
、
防
禦
正
面

（
南
の
官
道
）

の
比
高
は
約
１０
Ｍ
で
あ
る
。

朝
倉
橘
広
庭
宮
跡
が
約
９
』
の
距
離
に
あ
り
、
又
、
南

に
筑
後
と
豊
後
を
結

ぶ
官

道
が
通
り
、
筑
後
川
の
水
運
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
国
府

へ
は
遠

い
が
、
交
通
の
要

地
と
思
わ
れ
る
。

注
〇

鹿
毛
馬
神
籠
石
　
福
岡
県
鞍
手
郡
頴

田
町

標
高
７５
Ｍ
の
丘
陵
先
端
部
に
位
置
し
、

７０
Ｍ
か
ら
２０
Ｍ
の
地
点
を
約
２
』
廻
り
、

小
さ
な
谷
に

一
つ
の
暗
渠
式
排
水
と
呼
ば
れ
る
排
水
口
が
あ
り

（
列
石
と
の
比
高
が

な
い
為
）

列
石
内

に
小
社
が
あ
り
、
馬
牧

の
跡
と
い
う
伝
承
が
残

っ
て
い
る
。

海
陸
の
交
通
の
要
路
か
ら
は
遠
く
離
れ
、
筑
前
国
府

へ
約
３５
』
ヽ
豊
後
国
府

へ
約

２５
』
ヽ
但
し
、
豊
前
国
府
か
ら
、
香
春
、
飯
塚
を
経
て
、洋
姉
ギ
府

へ
通
じ
る
古
道
が

注
⑩

近
く
を
通
る
。
又
、
藤
原
広
嗣
の
乱
の
時
に
こ
も

っ
た
と
さ
れ
る
湯
川
山
が
北

へ
約

２０
』
の
所
に
あ
り
、
此
地
は
周
囲
が
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
で
、
比
高
も
な
い
が
此
盆

地
が
、
防
禦
に
適
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

注
⑩お

つ
ぼ
山
神
籠
石
　
佐
賀
県
式
雄
市

標
高

６６
．
‐

Ｍ
の
山
を
最
高
峰
と
し
て
数
個
の
低
い
峰
の
山
頂
部
分
と
低
地
を
廻
る
。

丘
陵
の
山
頂
と
先
端
部
分
に
位
置
し
、

５８
Ｍ
か
ら
‐５
Ｍ
の
間
を
通
り
、
延
長
約
郎
』
、

小
さ
な
谷
を
五
つ
通
り
、
ニ
ケ
所
の
水
門
と

一
ケ
所
の
城
門
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

発
掘
の
結
果
、
柱
穴
が
列
石
の
前
に
あ
り
、
約
３
Ｍ
間
隔
で
あ
る
為
に
唐
尺
の
使

用
が
考
え
ら
れ
た
。

防
禦
正
面
の
比
高
は
な
く
て
、
防
禦
正
面
は
武
雄
盆
地
側
で
、
有
明
海
か
ら
は
山

地
を
隔
て
た
低
丘
陵
で
要
地
と
は
云
え
ず
、
国
府

へ
約
３０
』
も
離
れ
、
防
禦
正
面
の

盆
地
は
肥
前
国
府

（佐
賀
市
）
か
ら
武
雄
市
橘
町
鳴
瀬
、
藤
津
郡
塩
田
、
嬉
野
を
経

て
長
崎

へ
至
る
街
道
が
通
る
。
又
、
川
船
も
近
く
ま
で
航
行
し
て
い
た
。

此
城
は
、
鎮
醐

八
郎
一為
朝
の
小
社
が
あ
り
、
為
朝
の
築
城
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、

注
②

此
城
の
北
方
に
は
、
磐
井
の
砦
と
称
す
る
地
が
あ
り
、
磐
井
の
乱
の
時
に
、
此
砦
に

こ
も
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

注
④

帯
隈
山
神
籠
石
　
佐
賀
県
佐
賀
市

標
一局

‐７８
．
‐

Ｍ
の
丘
陵
先
端
に
位
置
し
、

‐６０
Ｍ
か
ら
４０
Ｍ
の
間
を
四
ケ
所
の
小
さ
な
谷
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を
廻
り
、
水
門
と
城
門
各

一
が
確
認
さ
れ
、
約

２
．
５

愉
の
周
囲
を
廻
る
。

防
禦
正
面
は
国
府

の
あ
る
南
方
向
で
比
高
約
５
Ｍ
、
此
も
発
掘
が
さ
れ
、
柱
穴
が

出
て
来

て
、
３
Ｍ
間
隔
で
あ

っ
た
。
城
内

の

一
部
を
発
掘
し
た
が
、
倉
庫
等

の
施
設

は
未
発
掘
。

注
②

国
府

へ
は
約
５
』
、
又
、
東
方

に
は
肥
前
風
土
記
に
記
さ
れ
て
い
る
蜂
が
あ

っ
た

注
⑮

と
さ
れ
る
日
の
隈
山
が
あ
る
。

注
④御

所
ケ
谷
神
籠
石
　
福
岡
県
行
橋
市

標
高

２４７
Ｍ
の
山
地

の
山
頂
之
山
腹
に
位
置
し
、

２４０
Ｍ
か
ら
８０
Ｍ
の
地
点
を
列
石
が

約
３
ｂ
で

一
部

二
重
に
な

っ
て
廻
る
。

二
つ
の
小
さ
な
谷
に

一
ケ
所

の
水
門
と
ニ
ケ

所
の
城
門
が
残
存
す
る
。
防
禦
正
面
の
比
高
は

（北
方
向
）
６０
Ｍ
。

城
内

に
景
行
神
社
が
あ
り
、
景
行
天
皇
の
九
州
遠
征
の
時
の
行
宮
所
と
い
う
伝
承

が
伝
わ
り
、
此
、
神
籠
石
を
帯
石
と
呼
ん
で
い
た
。
東
方

の
平
野
に
豊
前
国
府

が
約

５
』
の
距
離
に
あ
り
、
南

の
山
麓
の
川
が
水
運
に
使
用
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

注
④石

城
山
神
籠
石
　
山
口
県
熊
毛
郡
大
和
町

標
高
ｍ
Ｍ
の
石
城
山

（高
日
ケ
峰
、
星
ケ
峰
、
築
山

ノ
峰
、
鶴

ケ
峰
、
大
峰

の
総

称
）

の
独
立
山
塊
の
山
頂
付
近
の

３４５
Ｍ
か
ら

２７０
Ｍ
の
地
点
を
六

つ
の
小
さ
な
谷
を
廻

り
、
三
ケ
所
の
水
門
と
ニ
ケ
所

の
城
門
が
あ
り
、
約
３
』
の
周
囲
が
あ
る
。

「
ホ
ロ

注
④

ソ
石

」
、

「
マ
ナ
イ
タ
石

」
と
呼
ば
れ
る
城
門
の
礎
石
が
多
数
残
り
、
城
内
に
延
喜

注
④

式
内
社

の
石
城
山
神
社
が
あ
る
。

土
塁
中
か
ら
、
石
城
山
神
社
で
使
用
さ
れ
た
祭
杷
土
器
が
出
土
し
た
為
に
、
９
世

紀
か
ら
‐０
世
紀
に
築
造
さ
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
土
塁
の
心
部
版
築
部
分
で
な

く
て
、
外
皮
版
築
部
分
か
ら
出
土
し
た
為
に
、
土
塁
の
補
修
時
に
混
入
さ
れ
た
と
云

う
説
が
有
力
で
、
土
塁
の
築
造
は
も
っ
と
古
い
と
考
え
ら
れ
る
。
望
楼
の
跡
と
考
え

ら
れ
る
土
塁
の
切
れ
目
や
、
空
堀
が
あ
る
。
空
堀
は
築
城
当
時
の
も
の
で
は
な
く
て
、

幕
末
に
長
州
藩
の
奇
兵
隊
の
屯
所
が
此
に
置
か
れ
た
為
に
空
堀
を
造
っ
た
と
さ
れ
る
。

注
⑩

此
は
北
に
都
と
太
宰
府
を
結
ぶ
第

一
級
の
官
道
が
通
り
、
南
は
瀬
戸
内
海
航
路
が

通
り
、
陸
海
の
交
通
要
所
で
、
国
府
か
ら
は
遠
く
約
４０
ｂ
も
ぁ
る
が
、
南
の
平
地
は

周
防
地
方
で
も
屈
指
の
古
墳
群
が
あ
り
、
当
時
は
此
地
方
は
周
防
国
の
有
力
な
地
帯

と
思
わ
れ
る
。

注
⑪永

納
山
城
　
愛
媛
県
東
予
市

標
高
盟

Ｍ
の
低
独
立
山
塊
を
中
心
に
、

‐１０
Ｍ
か
ら
３０
Ｍ
の
小
峰
を
結
び
、　
一
つ
の

小
さ
な
谷
を
渡
り
、
水
門
の
推
定
地
が

一
ケ
所

で
約
″
価
の
列
石
が
廻
る
。
又
、
九

州
方
面
の
列
石
は

一
Ｍ
四
方

の
石
が

一
段
で
連
な

っ
て
い
る
が
、
此
は
数
十

“
程
度

の
石
が
、
数
段

の
石
垣
状
と
な

っ
て
連
な

っ
て
い
る
。

防
禦
正
面
は
国
府
の
あ
る
今
治
平
野

（国
府

へ
約
８
』
）

の
方
向
と
、
縄
文
、
弥

生
の
遺
跡
部
が
多

い
、
周
桑
平
野
の
両
方
向
と
思
う
。
東
方
に
は
海
が
あ
り
、
瀬
戸

内
海
航
路
が
通
る
。

注
⑫鬼

ノ
城
　
岡
山
県
総
社
市

標
高

４０３
Ｍ
の
半
独
立
山
塊

の
山
頂
付
近
を
小
さ
な
四

つ
の
谷
を
渡
り
、

３９０
Ｍ
か
ら

２８０
Ｍ
の
間
を
石
垣
、
土
塁
、
列
石
が
廻
る
。
此
は
石
垣
が
高
く
、
水
門
も
高

い
も
の
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が
五
ケ
所
も
残
存
し
て
い
る
。

延
長
は
約
湘
施
で
、
防
禦
正
面
は
国
府
側

の
南
で
約
５
ｂ
、
比
高
は
か
な
り
高
く

急
峻
な
比
高

２５０
Ｍ
。
防
禦
正
面
側
は
高

い
石
垣
と
堅
固
な
水
門
を
築

い
て
い
る
が
、

溺
手
側
は

一
段
ぐ
ら
い
の
列
石
に
よ
る
土
塁
が
主
で
あ
る
。
城
門
は
推
定
地
を
含
め

三
ケ
所
あ
り
、
斗畝

マ

伝
説
が
伝
わ
り
、
暗

に
吉
備
氏
と
大
和
朝
廷
と
の
攻
争
を
示
峻

し
て
い
る
。

注
○

大
廻
小
廻
山
城
　
岡
山
県
岡
山
市

標
高
囲
Ｍ
の
低
独
立
山
塊

の
山
を
二
つ
の
小
さ
な
谷
を
渡
り
、

‐９０
Ｍ
か
ら
８０
Ｍ
の

間
を
列
石
が
廻
る
。

防
禦
正
面
は
北
方

の
備
前
国
府
方
向
と

（
距
離
約
５
ｂ
）
、
南

の
瀬
戸
内
海
方
面

の
二
方
向
と
思
わ
れ
る
。
比
高
は
約
５０
Ｍ
、
ゎ
り
と
な
だ
ら
か
な
山
容
で
あ
る
が
、

此
山
塊

の
東
方
の
坂
折
峠
は
古
代

の
官
道
で
、
交
通
の
要
所
と
考
え
ら
れ
る
。

注
⑮

城
山
城
　
香
川
県
坂
出
市

標
高

４６２
Ｍ
の
独
立
山
塊
頂
部
を
中
心
に
二
重
の
塁
壁
を
持

っ
て
い
る
。
内
側
の
比

高
は
約

３６０
Ｍ
で
、

４３０
Ｍ
か
ら

３７０
Ｍ
の
地
点
を
約

３
．
５
』
廻

っ
て
い
る
。
外
側

の
塁
壁
は

３７０
Ｍ
か
ら

２６０
Ｍ
の
地
点
を
約

７
．
５

』
廻
り
で
比
高
は
約

２５０
Ｍ
。

門
礎
や
建
物
の
礎
石
と
思
わ
れ
る
礎
石
は
多
数
残
り
、
城
内
に
城
山
神
社

の
旧
社

地
と
さ
れ
る
明
神
原
と
呼
ば
れ
る
祭
杷
遺
跡
が
あ
る
。

東
麓
に
讃
岐
国
府
が
約
５
』
の
所
に
あ
り
、
東
方
と
北
方
を
防
禦
正
面
と
考
え
ら

れ
る
。

朝
鮮
式
山
城

注
①大

野
城
　
福
岡
県
太
宰
府
市

太
宰
府
政
庁

の
す
ぐ
後
に
位
置
し
、
標
高

４‐Ｏ
Ｍ
の
鼓
ケ
峰
を
最
高
所
と
し
て
、　
一

つ
の
大
き
な
谷
と
、
数
個

の
峰
を
廻
る
様

に
、
独
立
山
塊

の
頂
部
に
位
置
す
る
。

北
と
南
に
二
重
の
土
塁
線
を
廻
ら
し
、
外
側

の
土
塁
は

‐９０
Ｍ
か
ら

４００
Ｍ
で
比
高
は

‐１０

Ｍ
で
、
延
長
約
６
』
、
内
側
は

２２０
Ｍ
か
ら

４００
Ｍ
で
比
高
は

‐８０
Ｍ
で
、
延
長
約
４
』
、

北

に

一
ケ
所
、
南

に
三
ケ
所
の
城
門
が
あ
り
、
城
内
の
尾
根

に
七
ケ
所
、

７０
棟
の
建

物
跡

が
確
認
さ
れ
、
梁
行
三
間
、
桁
行
五
間
、
各
柱
間
が
劉
Ｍ

（
七
尺
）
と
同

一
規

格
で
建
設
さ
れ
て
い
る
。

注
〇鞠

智
城
　
熊
本
県
鹿
本
郡
菊
鹿
町

９

標
高
出
Ｍ
で
延
長
約
椰
ｈ
、
し
か
し
、
此
は
土
塁
線
が
不
明
で
あ
り
、
城
内
の
建

物
跡
と
さ
れ
る
礎
石
群
の
あ
る
米
原
集
落
の
尾
根
を
土
塁
と
考
え
て
み
た
場
合
で
あ

る
が
、

‐７０
Ｍ
か
ら
９０
Ｍ
の
間
を
土
塁

瀞
ひ
通
り
、
三
つ
の
城
門
礎
石
を
通
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
大
野
、
基
穎
、
両
城
と
共
に
修
築
さ
れ
た
為
に
そ
の
両
城
と
同
時
期

の
築
城
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
此
は
築
後
、
肥
後
の
国
府
か
ら
も
遠
く
離
れ
て
い
る
。
た
だ
、
南
や
、

西
の
玉
名
、
山
鹿
に
は
、
多
数
の
彩
色
古
墳
が
あ
り
、
有
力
な
地
域
で
あ
る
。

注
⑩基

準
城
　
佐
賀
県
三
養
基
郡
基
山
町

標
高

４‐５
Ｍ
を
最
高
所
と
し
て
山
頂
と
そ
の
先
端
に
位
置
す
る
。

・８０
Ｍ
か
ら

４００
Ｍ
の
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地
点
を
土
塁
が
廻
り
、
比
高
は
約

‐００
Ｍ
、
延
長
約
４
ｂ
、　
一
つ
の
大
き
な
谷
に
水
門

を
設
け
て
、
四
つ
の
城
門
跡
が
あ
り
、
土
塁
の
内
側
を
車
道
と
呼
ぶ
幅
数
Ｍ
の
平
坦

地
を
造

っ
て
い
る
。
城
内
に
は
、
五
ケ
所
の
建
物
跡
が
あ
り
、
大
野
城
と
同
じ
、
五

間
×
三
間
の
建
物
が

３
一４

を
示
め
て
、
柱
間
も
七
尺
で
あ
る
。

又
、
城
の
南
西
の
山
麓
に
、

．誅
型つ

れ
ぎ
土
塁
注
蜘
屋
土
塁
と
呼
ば
れ
る
。
五
世
紀

代
と
さ
れ
る
土
塁
の
残
部
が
あ
り
、
太
宰
府
の
前
面
に
水
城
と
呼
ば
れ
る
土
塁
が
あ

る
が
そ
れ
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

注
⑫金

田
城
　
長
崎
県
下
県
郡
美
津
島
町

標
高

２７５
Ｍ
を
最
高
所
と
し
て
、
三
つ
の
小
さ
な
谷
に
城
門
を
築
き
、
周
囲
約
２
．
５
』
ヽ

２０
Ｍ
か
ら

２７０
Ｍ
の
間
を
土
塁
線
が
走
り
、
比
高
は
約
２０
Ｍ
で
、
山
地
先
端
の
海
岸
沿

い
に
位
置
す
る
。

国
府
か
ら
は
約
１５
』
も
離
れ
、
浅
茅
湾
の
奥
ま
っ
た
地
で
あ
り
、
交
通
の
要
所
と

は
云
え
な
い
が
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
来
航
時
は
最
初
の
地
の
為
に
よ
り

一
層
の
備
え

が
必
要
な
為
に
、
此
様
な
要
害
の
地
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

屋
島
城
　
香
川
県
高
松
市

標
高

２９２
Ｍ
の
南
嶺
を
最
高
所
と
し
、
西
側
の
集
落
の
浦
生
の
谷
の
奥
ま
っ
た
地

（標
高
９０
Ｍ
）
の
所
に
、
長
さ
約
９０
Ｍ
で
高
さ
も
幅
も
広
い
石
塁
が
残
存
し
、
更

に
、
高
さ
ｌ
Ｍ
ぐ
ら
い
の
土
塁
が

２００
Ｍ
ぐ
ら
い
続
い
て
い
る
が
、
西
側
の
部
分
し
か

わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
城
郭
の
全
周
は
わ
か
ら
な
い
が
、
推
定
と
し
て
此
島
の
標

高
９０
Ｍ
の
地
を

一
周
す
る
と
約
７
』
に
も
な
る
。
島
頂
の
池
や
、
平
坦
地
に
当
時
の

施
設
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

此
城
は
、
国
府
か
ら
は
約
２０
ｈ
も
離
れ
て
い
る
が
、
眼
前
を
瀬
戸
内
交
通
の
要
衝

と
さ
れ
、
又
、
南
方
の
高
松
平
野
に
は
石
清
尾
古
墳
等
の
有
力
な
古
墳
群
が
存
在
す

スリ
。高

安
城
　
奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
。
三
郷
町

標
一局

４８８
Ｍ
の
高
安
山
を
最
高
所
と
し
、
温
´

員
山
多
聞
院

を
含
め
た
説
等
数
多
く
有

る
が
、
西
側

の
城
郭
線
は
生
駒
山
か
ら
高
安
山

の
尾
根
線
と
考
え
ら
れ
る
が
、
東
、

北
、
南

の
線
が
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
安
山
の
東
数
』
の
地

に
倉
庫

の
礎
石
群

が
発
見
さ
れ
た
。

長
門
城
　
山
口
県
下
関
市

下
関
市
と
書

い
た
が

一
切
不
明
で
あ
る
が
、
説
と
し
て
、
唐
櫃
山
、
茶
臼
山
、
火

の
山
、
竜
王
山
、
霊
鷲
等
が
あ
り
、
関
門
海
峡
付
近
の
山
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

茨
　
城

読
み
と
し
て
は
イ
バ
ラ
ノ
キ
、　
マ
ン
ギ
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
所
在
地
は

一
切
不

明
で
、
豊
元
国
氏
が
、
福
山
市
蔵
王
山
を
当
て
る
説
を
出
し
た
が
否
定
の
色
が
強
い
。

し
か
し
、
穴
郡
に
あ

っ
た
の
で
、
福
山
市
と
深
安
郡
の
地

に
あ

っ
た
事
は
間
違
い
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

常
城
　
広
島
県
府
中
市
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府
中
市
本
山
町
の
旧
青
目
寺
跡

（
七

ツ
池
の
周
囲
）

の
付
近
と
、
そ
の
旧
青
目
寺

の
東
方
尾
根
か
ら
山
麓
に
か
け
て
の
説
が
あ
る
が
、
遺
構
は
見

つ
か

っ
て
い
な
い
。

旧
青
目
寺

の
建
物
礎
石
を
、
城

の
施
設
の
礎
石
と
考
え
て
い
る
。

恰
土
城
　
福
岡
県
糸
島
郡
前
原
町

標
高

４‐５
Ｍ
の
塙
祖
山
を
最
高
所
と
し
て
、
五
つ
の
小
さ
な
谷
を
含
む
独
立
山
塊
の

山
頂
部
分
か
ら
平
地
ま
で
約
６
．
５
』
の
延
長
を
測
り
、
城
門
ニ
ケ
所
が
残
存
す
る
。

又
、
平
地
部
に
大
規
模
な
土
塁
を
築
き
、
六
ケ
所
の
建
物
礎
石
が
残
る
。

此
城
は
俗
に
い
う
、
朝
鮮
式
山
城
で
は
な
く
て
、
築
造
年
代
が
七
世
紀
後
半
で
は

な
く
て
、
八
世
紀
半
ば
、
後
半
に
完
成
す
る
、
又
、
吉
備
真
備
が
、
唐
に
留
学
し
て
、

唐
で
の
城
を
模
し
た
と
考
え
ら
れ
る
構
造
で
、
大
陸
式
山
城

（中
国
式
山
城
）
と
呼

ば
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
築
造
時
期
、
築
造
目
的
、
築
造
設
計
者
が
違
う
。

備
後
の
山
城

そ
れ
で
は
備
後
の
古
代
山
城
に
つ
い
て
記
し
て
み
た
い
。

前
記
し
た
様
に
、
常
城
、
茨
城
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
此
は
、
続
日
本
記
養
老
三

年

（
七

一
九
）
十
二
月
の
条
に
、

「
成
成
、
停
備
後
国
安
那
郡
茨
城
、
葦
田
郡
常
城

」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

芦
田
郡
は
現
在
の
府
中
市
と
福
山
市
芦
田
町
で
あ
り
、
芦
品
郡
新
市
町
に
常
と
い

注
⑮

う
地
名
が
残
り
、
土
地
の
古
老
が
府
中
市
本
山
町
の
亀
ケ
岳
の
事
を
城
山

（
ジ
ョ
ウ

ヤ
マ
）
と
呼
ん
で
い
た
。

注
⑩

安
那
郡
と
は
、
現
在
の
福
山
市
の

一
部
と
、
深
安
郡
で
あ
る
。
茨
城
を
マ
ン
ギ
と

呼
ん
で
、
神
辺
町
の
湯
野
に
馬
本
と
い
う
地
名
か
ら
此
付
近
の
茶
自
山
、
山
主
山
の

注
〇

一
帯
を
当
て
る
説
が
あ
る
。
又
、
茨
城
を

（
イ
バ
ラ
ギ
）
と
読
ん
で
、
岡
山
県
の
井

注
①

原
市
を
当
て
る
説
、
福
山
市

の
蔵
王
山
を
当
て
る
説
も
あ
る
。

養
老
三
年
と
は
ど
の
様
な
時
代
か
。

続
日
本
記
の
記
事
を
見
る
と
、
天
智
期
以
来
３‐
年

ぶ
り
に
遣
唐
使
を
派
遣

（
大
宝

元
年
、

７０．
年
）
又
、
遣
唐
使
が
倭
国
と
名
乗
ら
ず

に
日
本
国
と
名
乗
り
、
律
令
を
定

め
て
国
号
を
日
本
と
称
し
て
、
暦
を
造
り
、
独
自

の
年
号
を
造
り
、
和
銅
開
宝
と
云

う
最
初

の
貨
幣

の
発
行
等
、
独
立
国
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
っ
た
。
慶
雲
三
年

（
七
〇
六
）

二
月

に
、
京

や
幾
内
の
調
を
戸
板
で
収

め
る
様
に
す
る
等
、
減
税
惜
置

を
取

っ
て
い
る
。
扁
役
制
度
の
採
用
。
和
銅
三
年

（
七

一
〇
）
、
藤
原
京
か
ら
、
平

城
京

へ
移
転
。
霊
亀
元
年

（
七

一
五
）
か
ら
天
平
十
二
年

（
七
四
〇
）

の
間

に
、
大

宝
令
で
決
め
た
国
、
郡
、
里
と
い
う
三
段
階

の
地
方
行
政

の
単
位
の
里
が
、
郷
と
変

り
、
郷
が
さ
ら
な
二
、
三
の
小
さ
な
里
に
分
け
ら
れ
、

５０
戸
の
郷
戸
が
さ
ら
に
二
、

三
の
小
さ
な
戸

に
分
け
ら
れ
、
一房
戸
と
呼
ば
れ
る
様
に
な
る
。
養
老

二
年

（
七

一
八
）

に
遣
唐
使
多
治
比
真
人
県
守
が
帰
国
し
、
唐

の
仏
教
を
中
心
と
し
た
諸
芸
術
、
文
学
、

思

想
等
、
中
国
文
化
が
流
入
し
て
理
解
が
深
ま
る
。
朝
廷
は
国
司
の
上

に
按
察
使
を

置

い
て
人
民
を
掌
掘
を
強
力
に
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
養
老
四
年

二
月
に
九

注
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑩

州
で
隼
人
が
、
九
月
に
奥
羽
で
蝦
夷
が
反
乱
し
た
。
養
老
六
年

（
七
三
二
）

に
官
営

注
⑪

の
百
万
町
歩
開
墾
計
画
、
三
世

一
身

の
法
、
全
国
的
に
開
発
政
策
を
進
め
て
い
っ
た
。

注
⑫

天
平
元
年

（
七
二
九
）
、
長
屋
王
家

の
没
落
、
天
平
七
年

（
七
二
五
）
七
月
に
、
吉

備
真
備
ら
が
唐
よ
り
帰
国
す
る
。
天
平
十

二
年

（
七
四
〇
）
、
藤
原
広
嗣

の
乱
、
聖

務
天
皇

の
従
弟
で
、
光
明
子
の
甥
の
広
嗣
が
、
太
宰
府
を
動
員
し
て
反
乱
を
起
す
。
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注
〇

天
平
十
五
年
に
墾
田
永
年
私
財
法
を
立
法
化
す
る
、
此
に
よ
り
、
律
令
国
家
の
基
盤

で
あ
る
班
田
収
授
法
を
破
壊
す
る
事
に
な
る
が
、
立
法
の
理
由
が
国
分
寺
の
建
立
に

地
方
豪
族
を
協
力
さ
せ
る
為
で
あ
っ
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
畿
内
政
権
が
、
日
本
と
い
う
国
の
体
裁
を
整
え
て
、
減
税
や
、
地
方
行

政
の
掌
握
が
撤
底
し
て
行
な
わ
れ
て
き
て
、
地
方
豪
族
の
反
乱
や
、
対
外
緊
張
は
な

く
な
っ
て
来
て
い
た
。

又
、
続
日
本
紀
に
よ
る
古
代
山
城
関
係
記
事

文
武
二
年

（
六
九
八
年
）
　

太
宰
府
に
大
野
、
基
昇
、
鞠
智
の
三
城
を
繕
わ
せ
る
。

同
年
　
　
　
　
　
　
　
一局
安
城
を
修
理
す
。

三
年

（
六
九
九
年
）
　

一局
安
城
を
修
理
す
。

注
①
　
注
①

同
年
　
　
　
　
　
　
　
太
宰
府
に
三
野
、
稲
積
の
二
城
を
修
め
さ
せ
る
。

大
宝
元
年

（
七
〇

一
年
）
　

一局
安
城
を
廃
し
て
、
舎
屋
雑
儲
物
を
大
和
、
河
内
二
国

に
移
す
。

注
①

和
銅
五
年

（
七

一
二
年
）
　

一局
安
峰
を
廃
し
て
、
高
見
蜂
、
春
日
蜂
を
置
く
。

同
年
　
　
　
　
　
　
　
一局
安
城
に
行
幸
す
。

養
老
三
年

（
七

一
九
年
）
　

備
後
国
安
那
郡
茨
城
、
芦
田
郡
常
城
を
停
む
。

天
平
勝
宝
六
年

（
七
五
六
年
）
　

恰
土
城
を
築
く
。
吉
備
真
備
を
専
任
す
る
。

注
①

天
平
宝
字
八
年

（
七
六
四
年
）
　

恵
美
押
勝
、
高
島
郡
三
尾
に
て
戦
う
。

神
護
景
雲
三
年

（
七
六
八
年
）
　

恰
土
城
完
成
。

と
ぁ
り
、

７０‐
年
に
高
安
城
を
廃
す
等
、
そ
れ
以
前
も
修
理
の
み
で
、
養
老
三
年
の

停
む
以
降
、

７５６
年
の
恰
土
城
を
築
く
ま
で
緊
張
が
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

備
後
、
常
城
、
茨
城
は
停
む
と
な
っ
て
い
る
が
、
停
む
と
は
ど
う
い
う
事
で
あ
ろ

，́
か
。

７０‐
年
に
高
安
城
を
廃
す
記
事
が
あ
り
、
舎
屋
雑
儲
物
を
大
和
、
河
内

に
移
す
と
あ

り
、
廃
す
と
は
城
内

に
あ
る
も
の
を
麓
に
移
し
、
城
内

の
食
料
等
が
な
く
な
る
状
態

で
あ
る
か
ら
、
廃
よ
り
も
停

の
方
が
軽

い
か
ら
、
食
料

や
武
器
等
を
城
内

に
保
存
し

て
い
る
状
態
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
都
に
近

い
高
安
城
が
廃
さ
れ
て
い

る
し
、

そ

れ

以
降

な

の

で
、
常
城
、
茨
城
は
停
止
と
い
う
の
は
、
此
地
域
が
、
大

和
地
方
よ
り
も
緊
張
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

神
籠
石
は
地
域
政
権

の
築
造
か
。

官
書
に
未
記
載
、
反
乱
伝
承
地

に
あ
る
。

藤
原
広
嗣
の
乱
　
現
在

の
福
岡
市
北
部
か
ら
北
九
州
市
、
筑
豊
地
帯
で
反
乱
を
行

し
て
い
る
為
に
、
鹿
毛
馬
神
籠
石
、
御
所
ケ
谷
神
籠
石
を
使
用

し
た
。

磐
井

の
乱
　
　
　
久
留
米
市
を
中
心
と
す
る
筑
後
を
中
心
と
し
て
い
り
為

に
、
高

良
山
神
籠
石
、
女
山
神
籠
石
を
築
造
。

吉
備

の
反
乱
　
　
士
口
備
の
中
心
地
は
、
鬼

ノ
城
、
大
廻
小
廻
山
城
。

吉
備

の
反
乱

の
伝
説
と
し
て
温
羅
伝
説
が
考
え
ら
れ
る
。
温
羅
伝
説
と
は
、
吉
備

津
宮
縁
起

の
事

で
、
少
し
長

い
が
引
用
す
る
と
、

「
崇
神
天
皇

の
こ
ろ
、
百
済
王
の

温
羅
と
い
う
人
、　
一
族
を
連
れ
て
吉
備
に
来

て
、
新
山
に
城
を

つ
く
り
、
都

へ
奉
る

調
物
や
婦
女
子
を
掠
奪
し
、
又
の
名
を
吉
備
冠
者
と
称
し
た
。
此
事
が
朝
廷
に
知
れ
、

皇
子
の
イ
サ
セ
リ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
が
温
羅
征
伐

の
将
軍
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
吉
備
中

山
に
て
戦
を
始
め
る
が
、
降
伏

の
き
ざ
し
さ
え
も
見
え
ず
、
西
の
片
岡
山

に
陣
を
移
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動
さ
せ
る
と
、
無
防
備
と
思

っ
て
温
羅
が
、
鬼

ノ
城
を
出

て
弓
を
射
か
け
る
が
、
突

然
岩
が
楯
と
な

っ
た
。
此
を
楯
築
山
と
云
う
。
ミ
コ
ト
も
弓
を
射
る
が
、
温
羅

の
矢

と
空
中

に
喰

い
合

っ
て
ら
ち
が
あ
か
な
い
。
神

の
お

つ
げ
ど
お
り

一
度

に
二
筋
の
矢

を

つ
が
え
て
射
た
と
こ
ろ

一
筋
は
空

で
喰

い
合

っ
て
落
ち
、
も
う

一
筋
は
鬼

生
肩
を

射
抜
い
て
、
い
ず

こ
と
も
な
く
飛
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
矢
の
止
ま
る
所
を
箭
翔
と
い

う

（矢
掛
と
書
く
）
。
矢

の
喰

い
合

っ
て
落
下
し
た
所

に
社
を

つ
く
り
矢
喰
神
社
と

な
し
た
。
温
羅
が
矢
に
あ
た

っ
た
為
川
で
鯉
に
化
け
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て

ミ
コ
ト
は
鵜

に
化
け
て
、
噛
み
捕
え
た
。
温
羅
の
傷

口
か
ら
し
た
た
る
鮮
血

に
よ

っ

て
川
は
血

に
染
ま
り
、
此
川
を
血
吸
川
と
呼
び
、
川
の
傍
ら
に
あ

っ
て
温
羅
を
祭
る

社
が
鯉
喰
神
社
で
あ
る
Ｌ
温
羅
は
降
伏
し
て
吉
備
冠
者

の
名
を
ミ
コ
ト
に
献
上
し
た

の
で
、
そ
れ
以
降
、

ミ
コ
ト
は
吉
備
津
彦
命
と
名
乗
る
様

に
な

っ
た
。

つ
ま
り
此
伝
承
で
は
、

①
崇
神
天
皇

の
皇
子
が
吉
備
国
の
冠
者
を
殺
し
た
。

（大
和
朝
廷

へ
の
吉
備

の
服

従
）②

鬼

ノ
城

（
キ
ノ
ジ

ョ
ゥ
＝
城

ノ
城
と
い
ぅ
意
味
か
。
）

③
百
済
王
の
温
羅

（
百
済
＝
渡
来
系
氏
族

の
温
羅
＝
ウ
ラ
と
は
朝
鮮
語

の
ウ
ル
と

し
た
ら
、
山
丘
が
囲
続
し
て
ま
が
き
の
様
な
形
状
を
い
う
＝
鬼

ノ
城
の
外
郭
を
表
わ

し
て
い
る
の
か
。

つ
ま
り
吉
備
国
の
渡
来
系
氏
族
が
吉
備
氏
に
協
力
し
て
築

い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
）

そ
れ
で
は
神
籠
石
が
大
和
政
権
が
築
い
た
と
し
た
ら
。

た
だ
単

に
官
書

に
未
記
載
と
い
う
だ
け
か
。

神
籠
石
を
防
禦
正
面
の
比
高
別
に
分
類
す
る
と
、

高

い
↓
雷
山
、
石
城
山
、
城
山
、
鬼

ノ
城

中
間
↓
御
所
ケ
谷
、
高
良
山
、
大
廻
小
廻
山
城

低

い
↓
杷
木
、
鹿
毛
馬
、
お

つ
ぼ
山
、
帯
隈
山
、
女
山
、
永
納
山
城

国
府
等
の
国
の
中
心
地
か
ら
の
距
離
別
で
は
、

近

い
↓
鬼

ノ
城
、
大
廻
小
廻
山
城
、
城
山
、
永
納
山
、
御
所
ケ
谷
、
高
良
山
、

帯
隈
山

遠

い
↓

お

つ
ぼ
山
、
女
山
、
杷
木
、
鹿
毛
馬
、
石
城
山

海
陸
交
通
の
要
所
か
。

要
所
↓
鬼

ノ
城
、
大
廻
小
廻
山
城
、
城
山
、
石
城
山
、
永
納
山
、
杷
木
、
女
山
、

帯
隈
山

つ
ま
り
、
朝
鮮
式
山
城
と
同
じ
様
に
、
国
府

に
近

い
。
又
は
海
陸
の
交
通
の
要
所

に
あ
る
。

更
に
、
高
さ
的
に
も
、
か
な
り
高

い
所

に
あ
る
も
の
が
多

い
。
そ
れ
と
共

に
、
地

方
豪
族

の
強
力
な
所
に
あ
る
為
に
、
地
方
豪
族
が
、
大
和
政
権

の
要
請

に
よ
っ
て
築
く
。

地
方
豪
族
が
築
い
た
も
の
を
大
和
政
権
が
手
直
し
し
た
等
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
、
備
後
国
に
常
城
、
茨
城
、

二
城
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

吉
備
国
周
辺
の
城
郭
、
広
島
県

（
備
後
国
に
常
城
、
茨
城
）
。
岡
山
県

（
総
社
市
、

鬼

ノ
城
。
岡
山
市
、
大
廻
小
廻
山
城
）
。
兵
庫
県

（新
宮
町
ハ
城
山
城
＝
城
牟
礼
山

城
？
）
。
香
川
県

（
坂
出
市
、
城
山
。
高
松
市
、
屋
島
）
。

な
ぜ
此
様
に
多

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
九
州
地
方
を
第

一
線
防
衛
地
、
中
国
地
方
第

二
線
防
衛
地
、
近
畿
地
方
第
三
線
防
衛
地
。

此
だ
け
数
多

い
と
い
う
の
は
、
大
和
朝
廷
が
築
く
と
し
て
も
、
そ
の
地
方
豪
族
を
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動
員
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
此

に
そ
れ
だ
け
の
有
数
な
力
が
あ

っ
た
事
は
確
実

で
あ
ろ

う
。
吉
備
氏
は
製
鉄
、
製
塩
、
瀬
戸
内
航
路
の
航
海
で
力
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

此
ら
に
つ
い
て
は
、
備
讃
海
峡
付
近
に
高
地
性
集
落
が
分
布
し
て
い
る
。
巨
大
な

古
墳
が
あ
る
等

で
分
か
る
と
思
う
。

後
　
　
記

吉
備
氏

の
力

で
鬼

ノ
城
を
築

い
た
と

い
う
様

に
書

い
て
い
る
が
、
吉
備
氏
は
、
雄

略
天
皇
の
時

に
最
初

の
謀
反
を
起
し
、
清
寧
天
皇

の
時
に
、
又
謀
反
を
起
し
、
山
部

を
取
ら
れ
て
し
ま

っ
て
、
勢
力
は
な
く
な
る
が
、
鬼

ノ
城

の
石
垣
の
築
城
技
術
は
七

世
紀
後
半
ぐ
ら

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
大
野
城

で
は
城
内

に
後
四
天
王
寺
が
建
立
さ
れ
て
い
る
が
、
元
々
、
城

の

守
護
と
し
て
あ

っ
た
の
が
、
緊
張
融
和
と
国
家
仏
教

の
国
家
守
護
の
為
に
、
城
が
廃

さ
れ
る
と
寺
院
と
な

っ
た
。
此
と
同
様
な
事
は
他
の
城

で
も
い
え
る
と
思
わ
れ
、
一局

安
城
の
信
貴
山
朝
鮮
孫
子
寺
、
屋
島
城

の
屋
島
寺
等
、
神
籠
石
で
も
神
社
が
内

に
あ

っ
た
り
す
る
。
城
を
考
え
る
上
で
、
寺
社
関
係
と
の
関
連
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

補

注

注
①
　
芋
原
に
大
ス
キ
の
跡
と
伝
え
ら
れ
る
伝
説
が
あ
り
、
芋
原
集
落
を
囲
む
様
に

空
堀
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
一
部
残
存
、
点
線
推
定
、
図
①
）
。

注
②
　
中
条
谷
の
木
之
内
集
落
と
三
谷
村
に
跨
る
山
で
中
世
山
城
と
、
平
安
時
代
の

寺
院
跡
が
あ
る
と
さ
れ
、
数
ケ
所
の
郭
と
井
戸
、
更
に
瓦
の
破
片
が
出
土
し

た
。

（図
①
）
。

注
③
　
図
②
と
表
①
②
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
地
形
的
分
類
と
、
性
格
的
分
類

を
し
て
、
防
禦
的
な
施
設
と
し
て
、
溝
や
、
土
塁
を
築
い
て
い
る
も
の
が
あ

る
。
更
に
集
落
内
か
ら
炭
化
米
の
出
土
や
、
鉄
鏃
、
石
鏃
の
出
土
に
よ
っ
て

そ
の
遺
跡
の
性
格
が
把
握
で
き
る
。
図
③
ｌ
図
⑤
は
そ
の
遺
跡
の
遺
構
図
。

注
④
　
図
⑥
の
様
に
、
土
塁
の
前
面
部
分
に
石
列
を
置
い
て
、
土
塁
の
前
面
の
傾
斜

角
を
急
に
す
る
為
に
置
い
た
。

注
⑤
　
図
⑥
の
様
に
土
塁
中
に
柱
を
埋
め
て
逆
茂
木
の
様
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

注
⑥
　
図
①
の
様
に
柱
穴
の
間
隔
が
、
３
Ｍ
と
な
っ
て
い
る
事
が
多
い
為
に
、
唐
尺

の

一
尺
が
３０

”
で
１０
尺
と
考
え
ら
れ
る
為
に
、
唐
尺
の
使
用
が
考
え
ら
れ
、

大
化
の
改
新
以
降
か
ら
使
用
さ
れ
た
為
に
、
此
時
に
築
城
し
た
説
が
有
力
で

あ
る
。

注
①
　
日
本
書
記
、
続
日
本
紀
、
類
衆
三
代
格
、
日
本
後
紀
、
文
徳
実
録
、
三
代
実

録
、
等

の
時

の
政
権
が
作
成
し
た
書
物
。

注
③
　
朝
鮮
忠
清
道
錦
江

の
河
口

（
付
図
①
を
参
照
）

で
、

６６３
年

（
天
智
天
皇

二
年
）

に
唐
の
水
軍
と
の
戦

い
で
、
百
済
が
新
羅
に
攻
め
ら
れ
、
日
本
に
救
援
を
求
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注
⑨

注
⑩

注
①

注
⑫

注
⑬

注
⑭

注
⑮

注
⑩

注
〇

注
⑬

末 遣 の せ 那 律 図 図 と ¬ ¬ 図 図 図 図 分 図 記 書 り た め
期 唐 民 て 津 令 ⑩ ⑬ な 日 魏 O⑩  ⑮ O° ③ さ 紀

｀
が て

,I験 馨 塁 曇 釉

ゑ

篇 優 2品0繕 25品2島0 111ミ :夏 [
の 止 括 に

｀
一 地 地  L人 地 発 地 地  図 る 百 半 の

｀

実 以 し 水 天 つ 形 形  の 伝 形 掘 形 形  面
°

済 島 敗 戦

讐警バ域冥貫図図
 当β図

葉
図図

 縮審寧濯穫冤

1'響 脅曇警   ]貫  示   為0書 倉醤重釜
の 宋 防 大 の 制
他 商 の 野 自 の
に 船 任  ｀

村  う
奪 と を 基 江 ち
わ の 併 難 の 最
れ 交 せ 両 戦 大
て 易 も 城 い °
｀

の つ を 後 朝
衰 管 重 築

｀
鮮

退 理 要 い 太 経
し を 官 た 宰 営
た し 庁  °

府 の
°

た で 九 市 兵
が あ 国 に 靖｀

る  ｀
後 基

平 が 二 退 地
安  ｀

島 さ の

伊 事   出
観  で   土
県   `  °

と  ¬
書 古
か 事
れ 記

ぐ
Vの

す 城 し
ら  ｀

 う  る  も  ｀

い 憶 ち に 落 百
の 礼  ｀

至 ち 済
縮 福 二  つ て は
尺 留 位 た  ｀

州 ` ｀
の  °

百 柔
図 四 官   済 ⌒
⑬ 比 位   は ツ
は 福 を   新 ヌ
三 夫  も   羅 V
年 V つ   の に
山  °

人   支 立
城   物   配 籠
城   が   下  つ

壁   三   に て
部   人   入 い

の
仲
哀
記
で
は
伊
斗
村
、

の
ち
に
筑
前
国
の
郡
名

注
⑩
　
僧
正
玄
防
、
右
衛
士
督
吉
備
真
備
を
除

こ
う
と
し
て
、
藤
原
広
嗣
が
天
平
十

二
年

（
七
四
〇
年
）

に
北
九
州

で
挙
兵
し
た
。
管
下
の
軍
勢
約

一
万
を
率

い

て
、
朝
延
は
東
北

で
活
躍
し
た
大
野
東
人
を
大
将
軍
と
し
、
五
道
か
ら
徴
集

の
兵

一
万
七
千
を
授
け
て
征
討
さ
せ
て
、
広
嗣
は
斬
ら
れ
た
が
、
乱
を
機

に

藤
原
仲
麻
呂
が
拾
頭
し
、
や
が
で
玄
防
、
真
備
も
そ
の
地
位
を
失
う
。

注⑩　図⑩
ｌ一馴
地形図

注
④
　
源
為
朝
の
事
で
、
豊
後
に
て
、
九
国
総
追
捕
使
と
な
っ
て
勢
力
を
ふ
る
う
が
、

朝
廷
の
命
に
従
わ
な
か
っ
た
為
、
父
が
解
宮
さ
れ
、
こ
れ
を
契
機
に
帰
洛
。

保
元
の
乱
の
時
に
父
と
共
に
崇
徳
上
皇
側
に
つ
い
て
、
戦

っ
た
が
、
兄
義
朝

の
軍
に
敗
れ
、
伊
豆
大
島
に
配
さ
れ
て
、
後
に
伊
豆
介
狩
野
茂
光
に
攻
め
ら

れ
て
自
殺
し
た
。

注
②
　
新
羅
の
進
攻
に
よ
り
危
機
に
陥

っ
た
任
那
を
回
復
す
る
為
に
継
体
天
皇
二
十

一
年

（
五
二
七
年
）
、
大
和
朝
廷
の
派
遣
し
た
近
江
毛
野
を
将
と
し
た
任
那

救
援
軍
に
対
し
て
、
北
九
州
に
支
配
を
確
立
し
て
い
た
国
造
築
紫
君
磐
井
が

新
羅
の
勧
誘
に
応
じ
て
北
九
州
を
抑
え
、
海
路
を
断

っ
た
。
此
為
、
朝
廷
は

物
部
麓
鹿
火
を
派
遣
し
、
翌
年
、
磐
井
は
討
伐
軍
に
斬
殺
さ
れ
た
。

注
④
　
図
④
ｌ
一馴
地
形
図

注
②
　
和
銅
六
年

（
七

一
三
年
）

に
官
命

に
よ
り
、
諸
国
国
庁
が
編
纂
し
た
。

現
在
五
風
土
記

（出
雲
、
播
磨
、
常
陸
、
豊
後
、
肥
前
）
が
あ
り
、
ほ
ぼ
完

全
に
残

っ
て
い
る
の
は
出
雲

の
み
で
、
そ
の
完
成
も
天
平
五
年

（
七
三
二
年
）

で
あ
る
。

注
④
　
佐
賀
県
神
埼
郡
神
埼
町
西
郷
、
肥
前
国
に
は
二
十
ケ
所
峰
が
残

っ
て
い
る
と
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注
④

注
④

注
④

注
④

注
⑩

注
〇

注
⑫

注
○

注
⑭

注
⑮

注
⑬

注
①

注
①

注
⑩

注
⑩

此 さ 佐 図 し ¬ 図 図 点 頂 図 図 後 図 図 図 山 祭 ¬ 図 図 さ
土 れ 賀 ⑬ た 続 ⑫ ⑪ 線 礎 ⑩ ④ 記 ④ ⑮ ② 陽 神 延 ④ ② れ

言 :曇 瑞 が 量ぁ∴唸諾

“

薯
纂ぁ品∝爵

“

F曇 %島
"諾

“

道

奨 曇ぁ鳥屹諾

“

I
屋

°
基 地 あ L地 地 の ⑥ 地 地 る 門 地 地  山 の 地 地 が

土 幅 郡 形 る の 形 形 推 礎 形 形 が 跡 形 形  祇 神 形 形
｀

塁 6基 図
°

文 数 図 定 石 図 図
｀

付 図 図  神 名 図 図 此
と M山   武   V都 ⌒  此 近

｀   を 帳   は

か

番
近
く
、
眺
望
も
良

い

（
六
九
八
年
）

に
、

大
宰
府

」
が
修
築

の  ｀
町    天

関 高 宮     皇
連  さ 浦     二

も 1 字     年
あ M 玉
る  ｀

虫
と  fa  lこ
思 さ 所
う 約 在
が 40 し｀ M  ｀

付 が 五
近 残 世     ¬

に 存 紀｀
し 中

千 て 頃
塔 い の
山 る 築
遺  °

城
跡   と

注
⑪

° ｀
①   が 地 図

① 城   桃 形 ④
礎 門   太 図 第
石  ｀  郎  ｀

一

部 ②   伝 図  ｀
｀

水   説 ④ 第
③ 門   に 城 二

礎  ｀   な 内 水
石 ③    つ の 門
郡 明   た 建 付

主 に     国
神 所     府｀

載
雷 の     ら
神 官     一
｀

社
高 の

籠 事
神  °

の
｀

神   と 物 近    二

実 原   も 礎 の     神
線  ｀   さ 石 地     を
城 ④   れ  °

形    配
郭 礎   て   図     杷       °

線 石   い
の 郡    る
残   `  °

存 ⑤
部 山

注 注
O ⑫

し
て
い
る
。

、
断
面
図
。

注
〇

注
〇

注
⑮

注
⑩

注
〇

注
⑩

注
⑩

注
⑩

が
あ
り
、
そ
の
関
連
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
千
塔
山
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
後

期
か
ら
終
末
期

の
遺
跡
で
、
Ｕ
宇
構
、
Ｖ
字
構

で
集
落
を
廻
ら
し
た
遺
跡
で

あ
る
。

佐
賀
県
三
養
基
郡
宮
浦
字
宿
に
所
在
し
、
五
世
紀
中
頃

の
築
城
と
さ
れ
、
幅

‐５
Ｍ
ヽ
一局
さ

４
．
５
Ｍ
ヽ
長
さ
２０
Ｍ
ほ
ど
が
残
存
し
、
此
地
は
肥
前
、
筑
後
か
ら
大
宰

大
宰
府

に
通
じ
る
要
路
で
、
基
昇
郡

の
駅
も
此
付
近
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

図①
ｌ一獅
地形図

信
貴
山
朝
護
孫
子
寺

で
、
毘
沙
門
天
を
杷
る
が
、
元
々
は
高
安
城

の
守
護

の

四
天
王
の
関
係

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
信
貴
山
縁
起
絵
巻

」
に
、
飛
倉
伝

説
が
あ
る
。

図⑮
ｌ一枷
地形図

豊
元
国
著

「
奈
良
時
代
山
城

」

高
垣
不
敏
著

「
備
後
国
府
考

」

「
地
理
志
料

」

注
⑮

南
九
州
に
存
住
し
て
い
た
族
名
で
、
律
令
支
配
の
侵
透
に
伴
い
、
し
ば
し
ば

反
乱
を
起
し
て
い
る
。

一
般
的
に
「
え
ぞ

」
と
云
う
が
、
「
え
み
し
」
、
「
え
び
す
」
と
も
云
う
。

古
く
は
東
国
原
住
の
人
々
を
呼
ぶ
が
、
後
に
、
大
和
政
権
の
行
政
版
図
外
の

人
々
を
指
す
様
に
な
る
。

養
老
七
年

（
七
二
三
年
）
に
公
布
さ
れ
た
法
で
、
新
池
溝
を
開
い
て
作

っ
た

田
は
三
代
間
、
旧
池
溝
を
利
用
し
て
作

っ
た
田
は

一
代
間
、
収
公
免
除
し
た
。
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注
⑫
　
父
は
太
政
大
臣
高
市
皇
子
で
、
宮
内
卿
、
式
部
卿
、
大
納
言
を
経
て
、
右
大

臣
、
左
大
臣

へ
と
進
ん
だ
が
、
天
平
元
年
に
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
聖

務
天
皇
の
命
に
よ
り
、
自
殺
。
藤
原
氏
に
よ
る
権
力
攻
争
上
の
謀
略
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

注
⑬
　
天
平
十
五
年

（
七
四
三
年
）
に
公
布
、
三
世

一
身
法
の
用
益
年
限
を
廃
し
、

永
代
私
有
の
許
可
。

注
①
　
位
置
は
不
明
で
あ
る
が
、
古
代
筑
紫
の
美
野

（
ミ
ノ
、
ミ
ヌ
）
駅
の
付
近
と

さ
れ
る
。
此
駅
は
、
現
在
の
福
岡
市
に
近
く
、
那
の
津

（大
津
）
、
美
町
、

大
宰
府
と
、
港
か
ら
大
宰
府

へ
の
府
の
大
道
に
置
か
れ
た
駅
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
最
近
で
は
海
外
防
衛
の
為
の
城
で
は
な
く
て
、
大
隈
、
隼
人
支

配
の
為
に
大
和
政
権
が
国
府
防
衛
の
城
と
い
う
説
も
出
て
き
て
い
る
。

注
①
　
位
置
は
不
明
、
糸
島
郡
志
摩
町
可
也
の
稲
留
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
前
記
の

様
に
、
大
隈
、
隼
人
支
配
の
城
と
い
う
説
も
あ
る
。

注
①
　
一局
安
山
に
あ
り
、
此
は
中
世
の
信
貴
山
城
の
出
城
の
あ
っ
た
所
で
、
此
の
地

形
が
、
秋
田
県
羽
自
目
遺
跡

（古
代
秋
田
城
と
秋
田
郡
衛
と
を
結
ぶ
、
中
継

峰
遺
跡
）
に
酷
似
し
、
軍
防
令
に
い
う
火
矩
の
相
互
間
隔
が
二
十
五
歩

（
４５

Ｍ
）
に
近
い
。
発
掘
調
査
さ
れ
た
が
、
遺
構
は
確
認
さ
れ
ず
、
土
師
器
、
須

恵
器
片
が
出
土
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

注
○
　
滋
賀
県
高
島
郡
高
島
町
に
シ
シ
ガ
キ
が
有
り
、
そ
れ
が
三
尾
城
と
い
う
説
が

あ

る
。

付

表

日
本
書
紀
に
よ
る
古
代
の
対
外
、
対
内
緊
張
期

注
①崇

神
天
皇

１０
年

洋
崎

道
将
軍
を
諸
国

へ
向
け
る
。

ＦЮ埴
安
彦
の
乱

６０酢」鷲ｙ〓振根を殺す。

重
仁
天
皇

注
⑥

５
年
　
狭
穂
彦
の
乱
。

（稲
城
を
築
く
）

注
①景

行
天
皇

・２
年

津
範
襲
が
反
く
。
天
皇
征
討
に
出
発
し
、

築8
で
婁
鱚

蛛
を
討

つ
。
後

に
、
熊8

襲
鷲
師
を
殺
す
。

２７
年
　
熊
襲
反
く
。
改
削

一武
尊
、
熊
襲
を
討
ら
、
帰
路
、
吉
備

％
稀
ド

に
て
荒

ぶ
る

神
を
討
ら
、
更
に
、
難
癖
Ю
波

の
荒

ぶ
る
神
を
討

つ
。

４０
年
　
東
の注
施

反
く
。
日
本
武
尊
東
征
に
出
発
。

注祠［哀
天
皇

９
年
　
熊
襲
反
く
。
注
瑞
ぼ
臣

の
祖
、
、喩

辟

を
遺
し
、
討

つ
が
、
羽
自
熊
鷲

が
反
く
為

に

に
討
ち
。一
蝸
一門
村
に
て
土
蜘
蛛
田
油
津
媛
を
討

つ
。

新
羅
遠
征

注
⑩

神
功
天
皇
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注
④

元
年
　
香
坂
王
、
忍
熊
王
の
反
乱
。

注
②

５
年
　
新
羅

の
人
質
、
微
叱
許
智
伐
早
が
逃
げ
帰

っ
た
為
に
、
新
羅
を
攻
め
、

注
④

津
、
草
羅
城
を
攻
め
る
。

輪

注
④応

神
天
皇注

④
　
　
　
　
　
　
　
　
注
④

３
年
　
所
処

の
海
人
、
命

に
従
わ
ず
、
阿
曇
連

の
祖
大
浜
宿
扁
を
遣
し
て
、
平
定
し
、

海
人

の
統
率
者
と
す
る
。

注
④

‐４
年
　
葛
城
襲
津
彦
を
遣
し
て
、
加
羅
に
留

る
弓
月
の
人
夫
を
連
れ
帰
ろ
う
と
す
る

が
、
新
羅
の
防
害

の
為

に
帰
れ
ず
。

注
④

‐６
年
　
平
群
木
克
宿
祠
、
内
戸
田
宿
祠
を
加
羅
に
遣
し
、
弓
月

の
人
夫
と
襲
津
彦
が

帰
国
。

注
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑪

７
ｍ
い籍
只
』輻
笏
氷
い婁
‐こ国つれ
亦

注
〇

を
弟
鴨
別
、
苑
縣
を
兄
浦
凝
別
に
封
じ
た
。

注
⑩仁

徳
天
皇

注
⑩

４０
年
　
隼
別
皇
子

の
殺
害
。

４
年
　
紀
角
宿
祠
を
百
済

に
遣
す
。

５３
年
　
上
毛
野
君

の
祖
、
竹
葉
瀬
田
道
を
新
羅
に
遣
す
。

履
中
天
皇

注
⑩

８７
年
　
住
吉
仲
皇
子
が
兵
を
発
す
。

注

〇
允
恭
天
皇

注
⑫

葛
城
襲
津
彦
の
孫
、
玉
国
宿
爾
が
尾
張
連
吾
襲
を
殺
し
た
為
に
殺
さ
れ
る
。

木
梨
軽
皇
子
が
暴
挙
を
す
る
為
に
人
民
臣
民
が
従
わ
ず
、
穴
穂
皇
子

（安
康

天
皇
）

に
従
う
為
に
、
兵
を
発
す
る
が
、
穴
穂
皇
子
も
兵

を
発
し
て
本
梨
軽

皇
子
を
殺
す
。

注
⑬安

康
天
皇

注
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑮

元
年
　
天
皇
、
大
草
香
皇
子
の
妹
　
媛
を
大
泊
瀬
皇
子
の
妻
に
し
よ
う
と
し
た
時
に
、

一
％
石
臣

の
祖
根
使
主
を
遣
す
が
、
根
使
主
が
虚
言
を
云

っ
た
為
に
怒

っ
て
大

草
香
皇
子
を
殺
す
。

注
〇

３
年
　
眉
輪
王
の
為
に
天
皇
殺
さ
れ
る
。

注
⑬雄

略
天
皇

注
⑩

安
康
天
皇
が
殺
さ
れ
た
時
に
、
兄
弟
を
疑

い
殺
す
。
眉
輪
王
と
逃
げ

こ
ん
だ

注
⑩

国
大
臣
を
殺
す
。

市
辺
押
磐
皇
子
が
皇
位
継
承
の
有
力
だ

っ
た
為
に
殺
す
。

７
年
　
士
口
備
下
道
臣
前
津
屋
が
謀
反
を
起
す
気
を
見
せ
た
為

に
、
物
部
の
兵
を
遣
し

て
前
津
屋

一
族
を
殺
す
。

吉
備
上
道
臣
田
狭
を
任
那
国
司
に
し
て
、
田
狭
の
妻
稚
媛
を
妻

に
し
よ
う
と

し
た
為
に
新
羅
に
救
け
を
求
め
て
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
為
に
、
田
狭
の
弟

吉
備
海
部
直
赤
尾
を
遣
し
て
田
狭
を
殺
そ
う
と
し
た
が
殺
さ
ず
に
帰
国
し
た
。

８
年
　
新
羅
が
高
麗
か
ら
攻
め
ら
れ
る
が
、
百
済
に
救
援
を
求
め
、
任
那
よ
り
出
兵

し
、
高
麗
を
破
る
。

注
○

９
年
　
凡
河
内
直
香
賜
と
釆
女
を
難
波
日
鷹
吉
士
を
遣
し
て
、
殺
そ
う
と
し
た
が
、

注
⑫

香
賜
が
逃
げ
た
為
に
、
弓
削
連
豊
穂
を
遣
し
て
三
島
部

の
藍
原
に
て
殺
す
。

吉
備
上
道
釆
女
大
海
、
紀
小
弓
宿
爾
等
を
新
羅
に
遣
し
て
破
る
。

‐３
年
　
播
磨
国
御
井
隈
の
文
石
小
麻
呂
が
法

に
従
わ
ず
、
春

日
小
野
臣
大
樹
を
遣
し

42 5
年 年

船6
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て
殺
す
。

‐４
年
　
根
使
主
が
逆

い
た
事
が
わ
か
り
、
殺
そ
う
と
し
た
為
に
、
稲
城
を
造
り
戦
う

が
、
殺
さ
れ
る
。

２０
年
　
一局
麗
の
王
、
兵
を
発
し
て
百
済
を
亡
ぼ
す
。

注
〇

２‐
年
　
久
麻
那
利
を
済
州
王
に
し
た
。

２３
年
　
百
済

の
新
王
が
死
亡
し
て
昆
支
王
の
子
、
殊
多
王
を
国
王
に
し
て
、
筑
紫

の

兵
五
百
人
を
遣
し
て
国
を
衛
ら
せ
て
東
城
王
と
す
る
。

筑
紫

の
安
致
臣
、
馬
飼
臣
等
航
師
を
率

い
て
高
麗
を
討

つ
。

征
新
羅
将
軍
、
吉
備
臣
尾
代
が
国
に
寄
り
、
後
か
ら
来
る
蝦
夷

の
兵
を
待

つ

注
①

が
、
天
皇

の
死
去

に
よ
り
、
蝦
夷
が
反
き
、
郡
を
侵
し
た
為
、
沙
婆
水
門
に

注
①

て
戦

い
、
丹
波
国
の
浦
掛
水
門
に
て
亡
ぼ
す
。

清
寧
天
皇

注
①星

川
王
子
が
大
蔵

の
官

に
つ
い
て
、
官
物
を
自
由
に
し
、
皇
太
子
に
反
く
為

に
、
兵
を
発
し
、
吉
備
稚
媛
、
城
丘
前
来
目
が
星
川
王
子
に
従

っ
て
殺
さ
れ

Ｚ
り
。

吉
備
上
道
臣
等
、
星
川
王
子
を
救
お
う
と
し
て
、
船
を
遣
し
た
が
、
す
で
に

死
亡
し
た
と
聞
い
て
帰
る
が
、
天
皇
は
上
道
臣
を
責
め
て
、
山
部
を
奪
う
。

顧
宗
天
皇

注
〇

３
年
　
紀
生
磐
宿
扁
、
任
那
に
行
き
、
三
韓

の
王
に
な
ろ
う
と
し
た
。
任
那

の
左
魯
、

那
奇
他
甲
背
等
が
計
略
を
用
い
て
百
済
の
適
莫
爾
解
を
殺
し
、
帯
山
城
を
築

き
、
東
道
を
防
ぎ
守
り
、
津
を
断

つ
。
百
済
王
が
怒
り
、
兵
を
発
す
る
。
後

に
、
紀
生
磐
宿
爾
の
兵
力
も
弱
ま
り
、
任
那

に
帰
る
。

注
①囃

咸

皇

８
年
　
伴
跛
、
城
を
子
呑
、
帯
沙
を
築
き
、
峰
等
を
置
き
、
日
本
に
備
え
、
新
羅
を

攻
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

９
年
　
物
部
連
、
沙
都
嶋
に
至
り
、
船
師
五
百
を
率
い
て
、
帯
沙
江
に
至
る
。

伴
跛
、
兵
を
発
し
て
物
部
連
を
討

つ
。

２‐
年
　
近
江
毛
野
臣
、
兵
六
万
を
率
い
て
任
那
に
往
き
、
新
羅
に
取
ら
れ
た
、
南
加

羅
、
録
己
呑
を
復
興
し
、
任
那
と
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
新
羅
か
ら
貨
賂

を
送
ら
れ
た
、
磐
井
が
、
反
き
、
火
、
豊
二
国
に
勢
力
を
張
っ
て
、
高
麗
、

百
済
、
新
羅
、
任
那
等
の
貢
物
の
船
を
止
め
、
毛
野
臣
の
軍
を
止
め
る
。

２２
年
　
天
皇
、
物
部
大
連
危
鹿
火
を
遣
し
て
磐
井
も
御
井
郡
に
て
戦
い
殺
す
。

２３
年
、
近
江
毛
野
臣
を
遣
し
て
、
南
加
羅
、
曝
己
呑
を
建
国
す
る
。

２４
年
、
百
済
、
新
羅
と
毛
野
臣
の
城
を
攻
め
る
。

注
⑩

安
閑
天
皇

２
年
　
天
皇
、
大
伴
金
村
大
連
の
子
、
磐
と
狭
手
彦
を
遣
し
て
任
那
を
救
け
る
。

注
⑪欽

明
天
皇

６
年
　
一局
麗
大
い
に
乱
れ
る
。

７
年
　
一局
麗
大
い
に
乱
れ
る
。

８
年
　
百
済
、
高
麗
と
の
戦
い
で
馬
津
城
を
破
る
。

・５
年
、
百
済
、
新
羅
を
攻
め
、
物
部
莫
奇
武
連
を
遣
し
て
函
山
城
を
攻
め
、
新
羅
に

攻
め
入
り
、
久
陀
無
羅
寒
を
築
く
。
新
羅
、
兵
を
率
い
て
行
く
。
明
王
が
殺

さ
れ
た
為
、
筑
紫
国
造
が
囲
み
を
破
っ
て
逃
げ
る
。

‐７
年
　
阿
部
臣
、
佐
伯
連
、
播
磨
国
直
を
遣
し
、
筑
紫
国
の
船
師
を
率
い
て
国
を
衛
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り
、
更
に
、
筑
紫
火
君
、
兵
千
人
を
率
い
て
彊
ュ
に
送
り
、
津
の
路
の
要
害

を
守
る
。

２２
年
　
新
羅
、
阿
羅
波
斯
山
に
城
を
築
き
、
日
本
に
備
う
。

２３
年
　
新
羅
、
任
那
の
官
家
を
滅
す
。
大
将
軍
大
伴
連
狭
手
彦
を
遣
し
て
、
高
麗
を

破
る
。

注
⑫

敏
達
天
皇

１０
年
　
蝦
夷
数
千
人
が
辺
境
に
て
敵
意
を
示
す
）

‐２
年
　
百
済
人
、

「
船
三
百
船
の
大
船
が
筑
紫
に
行
き
た
い
と
云
う
」
。
此
為
、
対

馬
、
壱
岐
に
伏
兵
を
置
き
、
要
害
に
城
を
築
く
。

注
〇

崇
峻
天
皇

物
部
大
連
が
兵
を
発
し
、
餘
皇
子
等
を
捨
て
、
穴
穂
部
皇
子
を
天
皇
に
す
る
。

蘇
我
馬
子
、
宿
祠
等
、
炊
屋
姫
尊
を
奉
じ
て
、
佐
伯
連
丹
経
手
、
土
師
連
磐

村
、
的
臣
真
噛
に
詔
し
て
、
「
穴
穂
部
皇
子
、
宅
部
皇
子
を
殺
せ
」
と
命
じ

た
。
蘇
我
馬
子
宿
祠
大
臣
、
諸
皇
子
と
群
臣
に
物
部
守
屋
大
連
を
滅
す
事
を

謀
り
、
泊
瀬
部
皇
子
、
竹
田
皇
子
、
厩
戸
皇
子
、
難
波
皇
子
、
春
日
皇
子
、

蘇
我
馬
子
宿
爾
大
臣
、
紀
男
麻
呂
宿
爾
、
巨
勢
臣
比
良
夫
、
膳
臣
賀
陀
夫
、

葛
城
臣
鳥
那
羅
が
共
に
大
連
を
討
つ
為
に
進
軍
、
更
に
、
大
伴
連
噛
「
阿
倍

臣
人
、
平
群
臣
神
手
、
坂
本
臣
糠
手
、
春
日
臣
が
、
物
部
守
屋
の
家
に
至
る
。

物
部
守
屋
、
子
弟
や
奴
軍
を
率
い
て
稲
城
を
築
い
て
戦
う
。

注
〇

推
古
天
皇

８
年
　
任
那
と
新
羅
が
相
攻
む
。
任
那
の
為
に
新
羅
を
討

つ
。
新
羅
は
降
服
す
る
が
、

又
、
新
羅
が
任
那
を
侵
す
。

９
年
　
任
那
、
救
援

の
事

を
計
る
。

１０
年
、
来
日
皇
子
、
征
新
羅
将
軍
と
し
て
出
発
。

Ｈ
月
　
新
羅
途
上
の
筑
紫
に
て
来
日
皇
子
死
去
。

３‐
許

（
獅
羅
、
任
那
を
討

つ
。
数
万

の
兵
を
率

い
て
、
新
羅
を
討

つ
。

舒

明
天
皇

９
年
　
蝦
夷
反
く
。
大
仁
上
毛
野
君
形
名
を
遣
す
が
、
敗
れ
、
城

に
逃
げ
帰
る
。

皇
極
天
皇

３
年
　
蘇
我
大
臣
蝦
夷
、
子
入
鹿
臣
、
家
を
甘
梼
丘
に
建
て
、
家

の
外

に
城
柵
を
作

り
、
門
の
傍

に
兵
庫
を
作
る
。

注
①

４
年
　
中
大
兄
、
大
極
殿
に
て
入
鹿

を
斬

る
。

（
大
化
改
新
）
。
中
大
兄
、
法
興
寺

に
入
り
、
城
と
し
て
備
え
る
。

孝
徳
天
皇

注
〇

大
化
　
磐
舟
柵
を
築
り
、
蝦
夷

に
備
え
、
柵
戸
を
置
く
。

斉
明
天
皇

４
年
　
阿
部
臣
、
船
師

一
八
〇
艘
を
率

い
て
、
蝦
夷
を
討

つ
。

注
①天

智
天
皇

２
年
　
新
羅
、
百
済

の
南

の
辺
の
四
州
を
取
る
。
上
毛
野
君
を
大
将
軍
と
し
て
派
遣

す
る
。
大
唐

の
軍
将
、
戦
船

一
七
〇
艘
を
率

い
て
自
村
江
に
陣
取
り
、
そ
こ

で
戦
う
が
敗
れ
る
。
百
済
の
将
軍
日
本
に
向
う
。

３
年
　
対
馬
、
壱
岐
、
筑
紫
国
等
に
、
防
と
蜂
を
置
き
、
筑
紫

に
大
堤
を
築

い
て
水

を
貯
え
、
水
城
と
名
付
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´
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注
⑩

４
年
　
達
率
答
炸
春
初
を
遣
し
て
、
城
を
長
門
国
に
築
く
。
達
率
憶
礼
福
留
、
達
率

四
比
福
夫
を
筑
紫
国
に
遣
し
て
、
大
野
、
基
難

二
城
を
築
く
。

６
年
　
倭
国
の
高
安
城
、
讃
岐
国
の
山
田
郡
の
屋
島
城
、
対
馬
国
の
金
田
城
を
築
く
。

８
年
　
天
皇
、
一局
安
城

に
登
り
て
城
を
修
め
と
い
う
が
止
め
る
。

高
安
城
を
修
め
て
畿
内

の
田
税
を
収
む
。

９
年
　
一局
安
城
を
修
め
て
、
穀
と
塩
を
積
む
。
又
、
長
門
城

一
つ
、
筑
紫
城

二
つ
を

築
く
。

注
⑩

天
武
天
皇

元
年
　
壬
申

の
乱
発
生
。

付
表
補
注

注
①
　
は
つ
く
に
し
ら
す
天
皇
と
呼
ば
れ
、
此
天
皇
が
事
実
上
の
初
代
と
す
る
説
が

有
力
。

（
畿
内
か
ら
畿
外

へ
の
兵
士

（
四
道
将
軍
）
の
派
遣
、
出
雲
振
根
の

殺
害

（出
雲
氏
の
服
従
）
等
で
、
近
畿
圏
の
政
治
勢
力
が
拡
が
っ
た
。

注
②
　
大
彦
命

（開
化
天
皇
の
兄
）
を
北
陸

へ
、
武
淳
川
別
命

（阿
部
臣
等
の
祖
先
）

を
東
海

へ
、
吉
備
津
彦
命
を
山
陽
道

へ
、
丹
波
道
主
命

（開
化
天
皇
の
皇
子
）

注
③

注
④

注
⑤

注
⑥

注
①
　
日
本
武
尊
を
熊
襲
や
蝦
夷
に
遣
す
等
、
全
国
的
に
支
配
が
確
立
し
た
所
伝
が

多
い
が
、
伝
説
的
な
考
え
と
さ
れ
る
。

注
③
　
九
州
南
部
の
隼
人
と
同
族
で
別
称
。

注
③
　
筑
紫
国
の
み
で
な
く
て
、
筑
紫
島
と
書
い
て
九
州
そ
の
も
の
を
指
す
事
が
多

い
。
又
、
豊
前
国
長
狭
県
に
行
宮
を
立
て
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
御
所
ケ
谷

神
籠
石
が
そ
の
行
宮
所
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

注
⑩
　
大
和
朝
廷
に
従
わ
な
い
地
方
の
首
長
を
さ
げ
す
ん
で
呼
称
し
た
名
称
で
、
肥

前
、
豊
後
国
風
土
記
に
、
石
塁
や
土
塁
を
築
い
て
生
活
し
て
い
る
話
が
伝
わ

ス

一

。
を
丹
波

へ
派
遣
し
た
。

孝
元
天
皇

の
皇
子

出
雲
国
造
の
祖
先

埴
輪
を
作
り
だ
す
。

開
化
天
皇
の
皇
子
で
、
妹
が
皇
后
で
、
皇
后
に
天
皇
を
殺

せ
と
命
じ
た
が
、

皇
后
と
狭
穂
彦
が
天
皇

の
兵
に
よ

っ
て
死
む
。
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注 注
⑫ ①

注
⑬

注
⑭
　
大
阪
市

の
淀
川
河
口
付
近

注
⑮
　
大
和
朝
廷

に
従
わ
な

い
東
部
日
本
の
人
々
を
指
し
て
い
る
が
、
民
俗
学
、
人

類
学
的
に
は
ア
イ
ヌ
人
と
考
え
る
。

注
⑩
　
神
功
皇
后
と
共

に
熊
襲
征
討
の
為
に
筑
紫
に
行
く
が
、
新
羅
を
討

て
と
い
う

神
託
に
従
わ
な
か

っ
た
為

に
急
死
す
る
。

注
〇
　
古
代
吉
備

の
地
方
豪
族

で
、
後
に
吉
備
上
道
臣
、
吉
備
下
道
臣
、
吉
備
笠
臣

等
に
分
か
れ
た
。

注
⑬
　
士
］
備
武
彦
命

の
二
男
を
御
友
別
命
、
三
男
を
鴨
別
命
と
さ
れ
て
い
る
。

注
⑩
　
福
岡
県
山
門
郡
山
川
村

注
⑩
　
一二
韓
征
伐

の
中
心
人
物

で
、
此
以
降
、
朝
鮮
関
係

の
記
事
が
多
く
な
る
。

注
④
　
仲
哀
天
皇
が
死
去
し
、
神
功
皇
后
が
応
神
天
皇
を
生
み
、
郡
臣
が
応
神
天
皇

に
従
う
と
思

い
、
反
乱
を
起
す
が
、
香
坂
王
は
反
乱

の
前
に
死
去
す
る
。

注
⑫
　
伐
早
は
新
羅
十
七
等
官
位

の
第

一
位
に
あ
た
る
。

注
④
　
韓
国
、
釜
山

の
南
、
多
大
浦

注
②
　
韓
国
梁
山
で
新
羅
か
ら
は
任
那

へ
の
進
出
拠
点
で
、
日
本
か
ら
は
新
羅

へ
の

熊
襲
の
首
長

小
碓
尊
の
事
で
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
に
相
違
が
あ

る
が
、
記
が
旧
辞
に
基
づ
く
伝
承
に
対
し
て
、
紀
が
旧
辞
を
基
に
王
権
の
辺

境
征
服
と
い
う
新
し
い
思
想
や
説
話
を
付
加
し
、
多
人
数
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
歴
史
的
事
実
を

一
人
の
英
雄
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
様
に
作
成
さ
れ
た
。

岡
山
県

（備
前
、
備
中
、
美
作
）
と
広
島
県
東
部

（備
後
）
の
四
国
を
吉
備

と
い
い
、
福
山
市
芦
田
川
河
日
付
近
を
穴
と
い
う

（他
に
諸
説
あ
り
）
。

軍
事
拠
点
と
重
視
し
て
い
る
。

注
⑮
　
帰
化
人
が
増
え
る
等
、
輸
入
や
高
句
麗
好
太
王
碑

の
語
る
朝
鮮
半
島

へ
の
進

出
と
大
和
国
家
の
発
展
が
考
え
ら
れ
る
。

注
④
　
漁
業
と
航
海

に
従
事
し
た
海
辺
の
漁
民
で
、
入
れ
墨
を
す
る
風
習
が
あ

っ
た

事
か
ら
異
民
族
と
も
さ
れ
る
が
、
す

べ
て
が
異
民
族
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

注
②
　
全
国
各
地
の
海
人

（海
部
）
を
中
央

で
管
理
す
る
伴
造

注
④
　
四
世
紀
前
後

の
実
在

の
将
軍
と
さ
れ
る
が
、
最
初

の
対
鮮
外
交

の
将
軍
と
し

て

一
部

の
事
実
が
さ
ら
に
伝
説
化
さ
れ
て
い
る
。

注
④
　
大
和
の
豪
族

注
⑩
　
岡
山
県
岡
山
市

の
足
守
と
さ
れ
て
い
る
。

注
①
　
岡
山
県
浅

口
郡

注
⑫
　
士
口
備
真
備

の
祖
先

注
⑪
　
岡
山
市
東
半
、
上
道
郡
、
西
大
寺
市

注
⑭
　
吉
備
上
道
臣
田
狭
や
星
川
王
子
の
祖
先

注
⑮
　
岡
山
市
北
半
、
御
津
郡
御
津
町

注
①
　
岡
山
県
笠
岡
市
と
さ
れ
る
。

注
〇
　
士
［
備
郡
真
備
町
北
部
か
。

注
①
　
朝
鮮
派
遣
、
中
国

へ
の
遣
使
を
積
極
的
に
行

い
、
灌
漑
水
利
等
に
も
力
を
入

れ
る
。

注
⑩
　
仁
徳
天
皇

の
異
母
兄
弟

注
⑩
　
履
中
天
皇

の
同
母
弟

注
０
　
４４３
年
、

４５‐
年
に
中
国
に
遣
使
し
た
倭
王
済
に
あ
て
る
説
が
あ
る
。
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注
⑫
　
尾
張
国
の
豪
族
で
、
後
に
壬
申

の
乱
の
時
に
活
躍
す
る
等
、
古
く
か
ら
皇
室

と
の
関
係
が
深

い
。

注
○
　
倭
王
興
に
あ
て
る
説
が
あ
る
。

注
〇
　
仁
徳
天
皇

の
皇
子

注
⑮
　
雄
略
天
皇

注
①
　
和
泉

（
大
阪
府

の

一
部
）

の
豪
族

注
〇
　
大
草
香
皇
子
と
そ

の
妻

の
中
帯
姫

の
間
に
生
ま
れ
た
子
供

注
⑬
　
あ
や
は
と
り
、
く
れ
は
と
り
の
迎
入
れ
や
、
三
蔵

（斉
蔵
、
内
蔵
、
大
蔵
）

の
分
立
を
行
な
う
等
、
強
力
な
専
制
君
主
と
さ
れ
る
。

注
⑩
　
八
釣
自
彦
皇
子

（雄
略
天
皇

の
同
母
兄
）
。
坂
合
黒
彦
皇
子

（
雄
略
天
皇

の

同
母
兄
）
。

注
⑩
　
葛
城
氏
、
雄
略
天
皇
と
皇
位
継
承
に
つ
い
て
対
立
関
係

に
あ
る
市
辺
押
磐
皇

子
が
葛
城
氏
の
出

で
あ
る
為

に
、
眉
輪
王
が
葛
城
氏
を
頼
り
、
雄
略
天
皇
が

そ
れ
を
口
実

に
葛
漆
氏
を
滅
し
、
市
辺
押
磐
皇
子
を
孤
立
さ
せ
た
。

注
①
　
摂
津
、
河
内
地
方
に
勢
力
が
あ

っ
た
豪
族

注
⑫
　
大
阪
府
茨
本
市
付
近

注
①
　
百
済

の
都
の
熊
津
と
さ
れ
る
。

注
③
　
福
山
市
松
永
町
、
尾
道
水
道
の
東
と
さ
れ
て
い
る
。

注
①
　
一示
都
府
久
美
浜
町
と
も
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
ヽ

注
①
　
士
口
備
上
道
臣
田
狭

の
元
妻
で
あ
る
稚
媛

の
子
供

注
〇
　
紀
生
磐
宿
祠
が
反
乱
を
起

こ
し
た
と
い
う
様
に
な

っ
て
い
る
が
、
百
済
の
帯

山
城
占
領
の
口
実
と
し
て
百
済
側
か
ら
の
虚
言
と
も
考
え
ら
れ
、
紀
生
磐
宿

祠
は
任
那
防
衛
を
積
極
的
に
計
画
、
実
行
し
、
百
済

の
南
進
を
食

い
止
め
様

と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

注
①
　
大
伴
金
村
、
物
部
鹿
鹿
火
ら
に
越
前
よ
り
迎
入
れ
即
位

（皇
室
以
外

の
人
物

と
考
え
ら
れ
る
）
。

注
⑩
　
任
那
北
部
の
有
力
な
勢
力

注
⑩
　
名
代

（
天
皇

の
名
を
記
念
し
て
置
か
れ
た
部
と
し
て
天
皇
の
身

辺
に
近
侍
す

る
部
と
し
て
設
定
）
や
、
倉

（貢
納
さ
れ
た
稲
を
収
納
す
る
朝
廷
管
理
の
倉

と
さ
れ
る
が
、
倉
に
付
属
し
た
土
地
所
有
を
伴
う
、
朝
延
管
理
の
農
業
経
営

地
を
意
味
す
る
）
が
著
し
く
増
加
す
る
。

注
⑪
　
安
閑
、
宜
化
天
皇
と
並
立
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、
崇
仏
の
対
立
で
物
部
、

蘇
我
氏
の
対
立
、
任
那
、
百
済
を
め
ぐ
る
動
き
が
活
発
に
な
り
、
飲
明
天
皇

２３
年
に
任
那
宮
家
は
滅
亡
し
た
。

注
⑫
　
飲
明
天
皇

の
遺
言
で
あ
る
任
那

の
再
建
を
果
た
せ
ず
、
崇
仏
対
立
で
部
族
対

立
が
さ
ら
に
激
化
し
た
。

注
〇
　
蘇
我
馬
子
と
共
に
穴
穂
部
皇
子

（飲
明
天
皇
の
皇
子
）
と
　
物
部

一
族
を
倒

す
が
、
崇
俊
天
皇
５
年
に
は
蘇
我
馬
子
に
そ
そ
の
か
さ
れ
た
東
漢
直
駒
に
殺

さ
れ
た
。

注
○
　
対
隋
外
交
の
復
活
、
国
史
、
法
隆
寺

の
建
設
等
、
国
家
勢
力
の
侵
透
、
天
皇

号
が
最
初
に
あ
ら
わ
れ
る
。

注
①
　
蘇
我
蝦
夷
、
入
鹿
の
勢
力
拡
大

注
①
　
板
蓋
宮

に
実
在
し
た
か
は
不
明
。
確
実
に
存
在
し
た
の
は
天
武
天
皇

の
飛
鳥

浄
御
原
宮
か
ら
。
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注
〇
　
柵
に
配
置
し
た
屯
田
兵

注
○
　
防
人
、
遣
唐
使
、
近
江
令
の
成
立
、
戸
籍
の
作
成

注
〇
　
百
済
官
位
１６
官

の
内
、
第

二
位

注
⑩
　
壬
申

の
乱

の
発
生
。
旧
大
氏
族
が
沿
落
し
、
皇
室

の
権
威
が
強
化
さ
れ
た
。

参
考
文
献

式
内
社
調
査
報
告
書
　
２２
巻
２４
巻

日
本
城
郭
史
研
究
叢
書
　
１０
巻

１３
巻

福
岡
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
　
６
巻

対
馬

鹿
毛
馬

帯
隈
山
神
籠
石
天
童
山
東
部
報
告

帯
隈
山
神
籠
石

お

つ
ぼ
山
神
籠
石

屋
島
城

新
版
考
古
学
講
座

古
代
を
考
え
る
、
「
不
破

の
関

」

行
橋
市

の
文
化
財
　
第

一
集

大
野
城
　
Ⅳ
、
平

風
土
記

　

（東
洋
文
庫
）

全
国
歴
史
地
名
大
系

　

（奈
良
、
山
口
、
佐
賀
、
岡
山
、
広
島
、
香
川
、
愛
媛
、

熊
本
）
　

（平
凡
社
版
）

日
本
書
紀

　

（岩
波
書
店
版
）

続
日
本
紀

　

（
　
　
″
　
　
）

″
　
　
　
（
国
史
大
系
版
）

播
磨
風
土
記
注
釈

古
代
研
究
　
１６
巻
１９
巻

総
社
市
史
　
考
古
資
料
編

鬼

ノ
城

大
廻
小
廻
山
城
調
査
報
告

広
島
県
史
　
原
史
古
代
編
　
考
古
資
料
編

新
編
香
川
叢
書
　
考
古
編

倭
国
大
乱
と
高
地
性
集
落

高
地
性
集
落
論

日
本
古
代
史
辞
典
　
朝
倉
書
店
版

国
土
地
理
院
発
行

　

１
一獅

地
形
図
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表  1  弥生時代集落の地形的分類

A

(羞冒
ヤ
ilil:1搬fく

][「―l i

地

　

陵

山

　

丘

＞

／

頂

　

陵

　

腹

山

　

山

　

山
I高地

‖ 低地
―

D 低地性

弥生時代集落の性格分類

農耕常時集落

漁業常時集落

狩猟集落

焼 き畑一時居住集落

農耕主防塞集落

農耕副次防塞集落

祭杷集落

防砦集落

見張台集落

山地性

(言箆?農晨
高位台地性 一一―

(2冒 :両λ恥以上
低位台地性

b 低湿地性

5

6

7

8

9

１

／

　

‐

　

―

地
　
　
　
　
地

〈口

　

　

台

地

地

地

地

位
　
　
　
　
位
　
状

　

麓
　

　

　

湿

一局

　

　

低

一扇

山

砂

低

台地

山 麓

'そ

  2

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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